
歳 
入

問　

固
定
資
産
税
の
う
ち
、

土
地
に
つ
い
て
来
年
度
の
見

込
み
は
。

答　

時
点
修
正
に
よ
る
地
価

下
落
分
の
反
映
に
よ
り
全
体

と
し
て
1
・
44
％
の
減
少
を

見
込
ん
で
い
る
。

歳 

出

　

総　
務　
課

問　

庁
舎
改
修
工
事
の
内
容

は
。

答　

議
場
照
明
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ

化
、
空
調
設
備
の
改
修
工
事

を
予
定
し
て
い
る
。

　

企
画
政
策
課

問　

温
泉
施
設
維
持
補
修
工

事
の
内
容
は
。

答　

源
泉
送
水
ポ
ン
プ
の
更

新
、
水
風
呂
ろ
過
機
の
オ
ー

バ
ー
ホ
ー
ル
、
非
常
用
設
備

の
更
新
の
ほ
か
、
維
持
補
修

工
事
と
し
て
急
を
要
す
る
工

事
に
対
応
す
る
た
め
の
予
算

を
計
上
し
て
い
る
。

問　

シ
ス
テ
ム
等
導
入
委
託

の
内
容
は
。

答　

Ｄ
Ｘ
事
業
の
新
た
な
取

り
組
み
と
し
て
、
町
の
フ
ロ

ン
ト
ア
プ
リ
と
な
る「
自
治

体
統
合
ア
プ
リ
」の
構
築
と
、

今
年
度
導
入
し
た「
公
共
施

設
の
予
約
シ
ス
テ
ム
」に
更

に
磨
き
を
か
け
る
た
め
、「
ス

マ
ー
ト
ロ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
」

の
構
築
を
予
定
し
て
い
る
。

問　

総
合
計
画
等
策
定
委
託

の
内
容
は
。

答　

長
期
総
合
計
画
の
後
期

計
画
の
策
定
に
係
る
業
務
委

託
で
あ
る
。
前
期
計
画
の
検

証
、
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実

施
と
そ
れ
に
伴
う
分
析
・
集

計
の
ほ
か
、
基
礎
調
査
と
し

て
、
人
口
動
態
や
各
種
統
計

の
分
析
、町
の
現
状
把
握
、審

議
会
の
運
営
支
援
、
基
本
計

画
案
の
作
成
支
援
等
を
委
託

す
る
予
定
で
あ
る
。

　　

商
工
農
林
課

問　

農
業
振
興
補
助
金
の
増

額
理
由
は
。

答　

温
暖
化
の
影
響
に
よ

り
、
ね
ず
み
大
根
の
Ｆ
１
種

子
の
収
量
が
低
下
し
て
お

り
、
生
産
者
に
必
要
量
を
供

給
で
き
て
い
な
い
状
況
が
続

い
て
い
る
。
そ
の
対
策
と
し

て
、
新
た
に
採
種
用
圃
場
を

確
保
し
、
圃
場
を
管
理
し
て

い
く
た
め
、
ね
ず
み
大
根
振

興
協
議
会
へ
の
補
助
金
を
増

額
し
た
。

問　

新
規
就
農
者
確
保
に
向

け
た
取
り
組
み
は
。

答　

役
場
窓
口
や
県
を
通
じ

た
問
い
合
わ
せ
に
随
時
対
応

を
し
て
い
る
ほ
か
、
農
業
大

学
校
へ
出
向
き
、
学
生
の
進

路
と
し
て
坂
城
町
内
で
の
就

農
を
打
診
し
た
り
、
東
京
や

名
古
屋
で
の
就
農
相
談
会
に

も
参
加
し
て
い
る
。
今
後
も

引
き
続
き
、
新
規
就
農
者
の

確
保
に
努
め
た
い
。

問　

有
害
鳥
獣
駆
除
委
託
の

内
容
は
。

答　

坂
城
町
猟
友
会
へ
有
害

鳥
獣
の
駆
除
を
委
託
す
る
も

の
で
、近
年
、住
宅
地
等
へ
の

有
害
獣
の
出
没
件
数
や
農
地

で
の
被
害
件
数
が
増
加
傾
向

で
あ
る
こ
と
か
ら
、７
年
度

予
算
で
は
、
年
間
の
報
酬
総

額
を
増
額
す
る
と
と
も
に
、

個
体
数
調
整
を
目
的
に
イ
ノ

シ
シ
20
頭
と
二
ホ
ン
ジ
カ
80

頭
の
駆
除
を
行
っ
て
い
く
計

画
で
あ
る
。

　

建　
設　
課

問　

道
路
等
保
守
管
理
業
務

の
内
容
は
。

答　

道
路
等
保
守
管
理
業
務

に
つ
い
て
は
、
道
路
台
帳
の

管
理
が
主
で
あ
る
が
、
令
和

７
年
度
は
道
路
台
帳
の
デ
ー

タ
化
及
び
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
の
道
路
網
図
の
公
開
の
た

め
の
費
用
を
計
上
し
て
い
る
。

問　

し
な
の
鉄
道
鉄
道
軌
道

安
全
輸
送
設
備
等
整
備
負
担

金
の
増
額
内
容
は
。

答　

令
和
７
年
度
に
お
け

る
負
担
金
増
額
の
主
な

内
容
は
、
８
年
度
か
ら
の

委 員 長 報 告委 員 長 報 告
総務産業・社会文教常任委員会では、付託された令和７年度一般会計予算
案について、慎重に審査し、その結果を委員長が本会議で報告した。

一般
会計

総
務
産
業
常
任
委
員
会

 

デ
マ
ン
ド
交
通

（
乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
）本
運
行

委
員
長　

大お

日び

向な
た

進し
ん

也や

デマンド乗り合いタクシー
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住
民
環
境
課

問　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
業
務
委
託
費
の
内
容
と
シ

ス
テ
ム
使
用
料
増
額
の
理
由

は
。

答　

令
和
２
年
度
以
降
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得

推
進
事
業
が
実
施
さ
れ
、
多

く
の
住
民
に
交
付
を
行
っ
た
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

電
子
証
明
書
は
、５
年
に
１

度
更
新
が
必
要
で
あ
る
た

め
、令
和
７
年
度
以
降
、更
新

が
必
要
に
な
る
住
民
が
多
く

見
込
ま
れ
る
。そ
の
た
め
、令

和
７
年
度
か
ら
郵
便
局
で
更

新
手
続
き
を
行
え
る
よ
う
に

す
る
。

　

町
内
で
は
坂
城
郵
便
局
と

南
条
郵
便
局
の
２
局
と
委
託

契
約
を
結
ぶ
予
定
で
あ
る
。

　

シ
ス
テ
ム
使
用
料
の
増
額

は
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
機
器
更
新

に
係
る
リ
ー
ス
代
の
高
騰
で

あ
る
。

　

ま
た
、
郵
便
局
へ
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
業
務
を
一
部

委
託
す
る
た
め
に
使
用
す
る

機
器
の
リ
ー
ス
代
で
あ
る
。

問　

室
内
犬
は
狂
犬
病
予
防

注
射
を
実
施
し
な
く
て
も
よ

い
の
か
。
接
種
率
向
上
の
た

め
の
取
り
組
み
は
。

答　

狂
犬
病
予
防
法
で
は
、

室
内
犬
に
も
予
防
注
射
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
未
接

種
の
犬
に
対
し
て
は
、
獣
医

師
会
か
ら
督
促
の
通
知
が
発

送
さ
れ
る
。町
と
し
て
は
、獣

医
師
会
や
保
健
所
と
連
携
し

な
が
ら
、１
０
０
％
を
目
指

し
て
い
く
。

問　

町
ポ
ン
プ
操
法
大
会
の

あ
り
方
が
変
わ
り
、
消
防
団

は
今
後
ど
の
よ
う
な
訓
練
を

実
施
し
て
い
く
か
。

答　

大
会
に
出
場
し
な
い
分

団
に
つ
い
て
も
、
消
防
署
の

指
導
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
分
団

の
誰
も
が
安
全
か
つ
確
実
な

機
械
操
作
が
で
き
る
よ
う
、

訓
練
を
実
施
し
て
い
く
。

　

火
災
現
場
で
消
防
団
に
求

め
ら
れ
る
役
割
は
、
直
接
的

な
消
火
活
動
よ
り
も
、
消
防

署
へ
の
補
水
な
ど
後
方
支
援

で
あ
り
、
よ
り
現
場
で
の
活

動
に
即
し
た
訓
練
に
取
り
組

ん
で
い
る
。

　

福
祉
健
康
課

問　

高
齢
者
補
聴
器
購
入
費

助
成
事
業
補
助
金
の
内
容
は
。

答　

20
人
を
想
定
し
、
上
限

は
３
万
円
で
あ
る
。

問　
１
か
月
児
健
康
診
査
の

運
用
方
法
は
。

答　

該
当
す
る
保
護
者
に
事

前
に
受
診
票
を
交
付
し
、
健

康
診
査
を
受
け
る
医
療
機
関

に
受
診
票
を
提
出
し
て
い
た

だ
く
こ
と
で
無
料
で
受
診
で

き
、
町
が
医
療
機
関
に
費
用

負
担
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。

問　

子
宮
頸
が
ん
ワ
ク
チ
ン

の
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
接
種
見

込
み
は
。

答　

令
和
７
年
３
月
末
ま
で

に
対
象
者
の
56
％
が
接
種
を

完
了
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
３
月
末
ま
で

に
１
回
以
上
ワ
ク
チ
ン
を
接

種
す
る
こ
と
で
、
無
料
接
種

期
間
が
１
年
間
延
長
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
更
に
接
種
者
が

増
加
す
る
と
考
え
て
い
る
。

　

教
育
文
化
課

問　

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
利
用

支
援
事
業
に
つ
い
て
の
内
容

は
。

答　

仕
事
や
用
事
な
ど
一
時

的
に
保
育
を
必
要
と
す
る
保

護
者
が
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を

利
用
し
た
費
用
に
対
し
補
助

す
る
も
の
で
あ
る
。

問　

妊
婦
の
た
め
の
支
援
給

付
金
に
つ
い
て
の
内
容
は
。

答　

令
和
４
年
度
か
ら
実
施

し
て
き
た「
出
産
・
子
育
て

応
援
交
付
金
事
業
」が
令
和

７
年
度
か
ら「
妊
婦
の
た
め

の
支
援
給
付
」と
し
て
制
度

化
さ
れ
た
。

　

経
済
的
支
援
と
伴
走
型
支

援
に
つ
い
て
引
き
続
き
実
施

し
て
い
く
。

問　

食
育
・
給
食
セ
ン
タ
ー

運
営
事
業
の
保
菌
検
査
の
内

容
は
。

答　

調
理
業
務
や
給
食
に
携

わ
る
職
員
の
大
腸
菌
検
査
や
、

サ
ラ
ダ
等
の
料
理
の
安
全
確

認
の
た
め
の
食
材
検
査
、
食

器
な
ど
の
衛
生
検
査
な
ど
で

あ
る
。

社
会
文
教
常
任
委
員
会

 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー

   

利
用
支
援
事
業
始
ま
る

委
員
長　

玉た
ま

川が
わ

清き
よ

史ふ
み

S
u
i
c
a
導
入
経
費
や
５

か
年
緊
急
安
全
対
策
修
繕
工

事
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

問　

乗
合
タ
ク
シ
ー
運
行
業

務
に
お
い
て
、
令
和
７
年
度

か
ら
の
本
運
行
に
伴
う
運
行

時
間
延
長
及
び
受
付
時
間
の

詳
細
は
。

答　

本
運
行
に
際
し
、
令
和

７
年
度
よ
り
運
行
時
間
は
、

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時

ま
で
の
８
時
間
に
延
長
と
な

る
。
受
付
時
間
は
こ
れ
ま
で

と
変
わ
ら
ず
、
午
前
９
時
か

ら
午
後
４
時
ま
で
で
、
当
日

１
時
間
前
ま
で
予
約
可
能
で

あ
る
。
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問　

マ
イ
ナ
保
険
証
の
登
録

者
数
、
資
格
確
認
書
発
行
対

象
者
数
、
特
別
療
養
費
の
対

象
者
数
は
。

答　

マ
イ
ナ
保
険
証
の
登
録

者
は
令
和
６
年
12
月
末
で
１

５
１
３
名
、
資
格
確
認
書
発

行
対
象
者
は
９
１
０
名
、
特

別
療
養
費
の
対
象
者
は
１
名

で
あ
る
。

問　

低
所
得
者
軽
減
の
７

割
、５
割
、２
割
軽
減
の
世
帯

数
は
。

答　

令
和
７
年
２
月
末
で
、

医
療
分
と
支
援
金
分
の
対
象

者
に
つ
い
て
は
７
割
軽
減
が

４
３
１
世
帯
、５
割
軽
減
が

２
６
４
世
帯
、２
割
軽
減
が

２
０
９
世
帯
で
あ
る
。

　

介
護
分
に
つ
い
て
は
７
割

軽
減
が
１
７
３
世
帯
、５
割

軽
減
が
92
世
帯
、２
割
軽
減

が
73
世
帯
で
あ
る
。

問　
１
世
帯
当
た
り
の
国
保

税
の
見
込
み
額
は
。

答　

約
１
６
０
０
世
帯
に
対

し
１
世
帯
当
た
り
約
15
万
５

０
０
０
円
程
度
の
見
込
み
で

あ
る
。

問　

一
人
当
た
り
の
医
療
費

の
金
額
と
県
内
順
位
は
。

答　

令
和
５
年
度
確
定
値

で
、
年
間
一
人
当
た
り
医
療

費
は
39
万
４
０
９
４
円
、
県

内
順
位
は
高
い
方
か
ら
45
番

目
で
あ
る
。

問　

特
定
健
診
受
診
者
の
人

数
と
受
診
率
は
。

答　

令
和
６
年
度
の
受
診
者

は
８
９
３
名
で
、
受
診
率
は

44
・
5
％
で
あ
る
。

委員長報告委員長報告
各常任委員会では、付託された令和７年度の３特別会計
予算案及び公営企業会計予算案について、慎重に審査
し、その結果を委員長が本会議で報告した。

特別特別
会計会計

公営企業公営企業
会計会計

社
会
文
教
常
任
委
員
長　

玉た
ま

川が
わ

清き
よ

史ふ
み

介
護
保
険
事
業

被
保
険
者
数　

約
５
４
０
０
名

社
会
文
教
常
任
委
員
長　

玉た
ま

川が
わ

清き
よ

史ふ
み

国
民
健
康
保
険
事
業

マ
イ
ナ
保
険
証
登
録
者
数　

約
１
５
０
０
名

医療機関にてマイナ保険証を利用

問　

介
護
保
険
被
保
険
者
数

は
。

答　

令
和
７
年
２
月
末
で
５

４
７
１
名
で
あ
る
。

問　

第
一
号
被
保
険
者
保
険

料
の
減
額
理
由
は
。

答　

被
保
険
者
の
対
象
と
な

る
65
歳
到
達
の
方
が
減
少
傾

向
に
あ
り
、
前
年
度
の
被
保

険
者
数
と
の
比
較
を
す
る
な

ど
し
、
減
収
を
見
込
ん
で
い

る
。

問　

居
宅
介
護
住
宅
改
修
費

の
内
容
、件
数
と
金
額
は
。

答　

要
介
護
認
定
を
受
け
た

方
で
、
手
す
り
の
取
り
付
け

な
ど
住
宅
改
修
を
行
っ
た
際

の
費
用
の
一
部
を
支
給
す
る

も
の
で
、
段
差
の
解
消
や
扉

の
取
替
え
な
ど
が
該
当
す
る
。

　

令
和
７
年
２
月
末
で
35

件
、３
１
４
万
４
５
６
０
円

で
あ
る
。

問　

地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
給
付
費
の
内
容
と

増
額
理
由
は
。

答　

施
設
の
規
模
が
小
さ
く

町
在
住
者
が
利
用
出
来
る
介

護
老
人
福
祉
施
設
で
、
要
支

援
認
定
者
が
利
用
し
た
際
の

給
付
費
で
あ
る
。

　

令
和
６
年
度
の
利
用
者
増

加
に
伴
い
増
額
予
算
と
し
た
。

問　

地
域
支
援
事
業
費
の
介

護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

事
業
の
委
託
内
容
は
。

答　

要
介
護
認
定
に
は
至
ら

な
い
、
総
合
事
業
対
象
者
の

ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
に
係
る
も

の
で
、
委
託
事
業
所
は
13
事

業
所
、
対
象
は
１
月
あ
た
り

25
名
で
年
間
３
０
０
件
を
見

込
ん
で
い
る
。
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社
会
文
教
常
任
委
員
長　

玉た
ま

川が
わ

清き
よ

史ふ
み

後
期
高
齢
者
医
療
事
業

被
保
険
者
数　

約
３
２
０
０
名

総
務
産
業
常
任
委
員
長　

大お

日び

向な
た

進し
ん

也や

下
水
道
事
業
会
計

下
水
道
使
用
料
減
少

下水道デザインマンホール

一
般
会
計
と

特
別
会
計
の
違
い
は
？

　

一
般
会
計
と
は
、
地
方
公

共
団
体
に
お
い
て
町
民
の

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
始
め
と

す
る
行
政
運
営
の
基
本
的
な

経
費
（
福
祉
・
教
育
・
土
木

な
ど
）
を
計
上
し
て
い
る
会

計
で
す
。　

　

一
方
で
特
別
会
計
は
、
事

業
目
的
を
限
定
し
、
特
定
の

収
入
を
も
っ
て
特
定
の
支
出

に
充
て
る
た
め
、
一
般
会
計

と
区
別
し
て
経
理
す
る
必
要

が
あ
る
場
合
に
設
け
ら
れ
る

会
計
で
す
。

　

坂
城
町
で
は
、
７
年
度
、

国
民
健
康
保
険
、
介
護
保

険
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
３

会
計
が
あ
り
ま
す
。

公
営
企
業
会
計
と
は
？

　

国
の
要
請
を
受
け
、
６
年

度
か
ら
、
下
水
道
事
業
特
別

会
計
を
公
営
企
業
会
計
に
変

更
し
ま
し
た
。

　

公
営
企
業
会
計
は
、
事
業

収
入
を
主
な
財
源
と
し
て
、

独
立
採
算
の
原
則
に
よ
り
、

特
定
の
事
業
を
経
理
す
る
会

計
で
す
。
現
金
の
収
入
支
出

の
み
を
把
握
す
る
こ
れ
ま
で

の
会
計
と
異
な
り
、
そ
の
企

業
活
動
を
正
確
に
把
握
す
る

た
め
、
複
式
簿
記
を
採
用
し

て
い
ま
す
。

　

下
水
道
事
業
会
計
に
は
、

２
つ
の
財
布
が
あ
り
、
使
用

料
収
入
や
施
設
の
維
持
管
理

費
な
ど
に
係
る
財
布
を
収
益

的
収
支
、
下
水
道
施
設
の
整

備
や
改
修
な
ど
に
係
る
財
布

を
資
本
的
収
支
と
し
て
区
分

し
て
い
ま
す
。

問　
被
保
険
者
数
は
。

答　

令
和
７
年
２
月
末
で
３

２
１
９
名
で
あ
り
、
前
年
同

期
比
で
59
名
増
加
し
て
い
る
。

問　

保
険
料
軽
減
の
７
割
、

５
割
、２
割
軽
減
の
対
象
者

数
は
。

答　

令
和
６
年
度
確
定
後
の

人
数
は
、７
割
軽
減
が
１
１

５
８
名
、５
割
軽
減
が
６
０

５
名
、２
割
軽
減
が
４
４
０

名
で
、
被
扶
養
者
に
お
け
る

５
割
軽
減
が
17
名
で
あ
る
。

問　

保
険
料
の
賦
課
限
度
額

は
。

答　

令
和
６
年
度
及
び
７
年

度
は
80
万
円
で
あ
り
、
長
野

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
に
お
い
て
決
定
し
て
い
る
。

問　

普
通
徴
収
と
特
別
徴
収

の
件
数
と
割
合
は
。

答　

令
和
７
年
２
月
の
徴
収

実
績
で
、
普
通
徴
収
が
５
０

８
件
で
16
・
4
％
、
特
別
徴

収
は
２
５
９
５
件
83
・
6
％

で
あ
る
。

問　

一
人
当
た
り
の
医
療
費

と
県
内
順
位
は
。

答　

令
和
５
年
度
確
定
値

で
、
年
間
一
人
当
た
り
医
療

費
の
金
額
は
、
93
万
６
８
８

４
円
、
県
内
順
位
は
高
い
方

か
ら
13
番
目
で
あ
る
。

問　

下
水
道
使
用
料
に
つ
い

て
、
令
和
６
年
度
よ
り
減
少

し
て
い
る
要
因
は
。

答　

人
口
減
少
や
節
水
機
器

の
普
及
に
よ
る
も
の
と
考
え

て
い
る
。

問　

下
水
道
料
金
の
値
上
げ

予
定
は
。

答　

現
状
で
は
予
定
し
て
い

な
い
が
、今
後
、経
営
状
況
を

み
な
が
ら
必
要
に
応
じ
検
討

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

問　
今
後
の
工
事
予
定
は
。

答　

令
和
７
年
か
ら
８
年
ま

で
の
２
か
年
で
葛
尾
組
合
や

坂
城
イ
ン
タ
ー
工
業
団
地
周

辺
の
工
事
等
を
予
定
し
て
い

る
。
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